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株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、株主優待制度の一部変更について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせし

ます。 

 

１ 変更内容 

所有株数が１，０００株以上の株主様に、年１回一律で贈呈している「名鉄百貨店・パレ

マルシェ（神宮・西尾・西春）の共通買物優待券」について、贈呈枚数の増加と、名鉄百貨

店のシステム変更に伴う割引対象範囲の変更を実施いたします。 

優待券の種類 ＜現行＞ ＜変更後＞ 

名鉄百貨店・パレマルシェ

（神宮・西尾・西春）の共

通買物優待券 

割引率：１０％ 

贈呈枚数：１２枚 

その他：食料品（パレマルシ

ェの食品スーパーは５％割

引）や特別奉仕品、一部ショ

ップなど割引除外の商品・店

舗があります。 

割引率：１０％ 

贈呈枚数：１８枚 

その他：食料品（パレマルシ

ェの食品スーパーは５％割

引）や特別奉仕品、一部ショ

ップなど割引除外の商品・店

舗があります。 

平成１９年１０月１日以

降、名鉄百貨店におけるお買

物につきましては、優待可能

商品の合計金額が３，１５０

円（消費税を含む）以上のお

買物を対象とさせていただき

ます。 

 

２ 変更時期 

平成１９年３月３１日を権利確定日とする株主優待制度から変更します。なお、当該株主

優待券の贈呈時期は同年６月下旬を予定しています。 

 

３ そ の 他 

 当社の株主優待制度は、当社ホームページ（http://www.meitetsu.co.jp）の「企業情報」

内の「株主・投資家情報」の「株式情報」に掲載しています。 

 

以上 


